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本稿は前稿 ｢��世紀バーデンにおける鉄道
政策の展開｣ (『立教経済学研究』 第��巻第２
号) にひき続き, 南ドイツの鉄道網の形成過

程をヴュルテンベルクを対象に検討するもの

である｡ 本稿の課題は前稿と同じく以下の点

である｡ ①南ドイツの鉄道網の形成はドイツ

鉄道網の形成の不可欠の一環をなすだけでな

く, オランダ・フランス・スイス・オースト

リアなどの鉄道網とドイツの鉄道網が結びつ

き, ヨーロッパの鉄道網が形成されるに際し

ても重要な媒介をなしている｡ ②ドイツ鉄道

網の形成はドイツの政治的統一過程と時期的

に重なり, 政治過程と同じく鉄道網形成過程

においてもプロイセンが大きな影響力を発揮

している｡ 南ドイツはドイツ統一過程におけ

るプロイセンのヘゲモニーに対抗的な側面も

もっていた｡ 鉄道網の形成過程においてもプ

ロイセンの影響力に飲み込まれることなく独

自の鉄道政策を展開した｡ 帝国成立後も南ド

イツ各邦鉄道の管理・経営はそれぞれの邦に

任せられていた｡ とはいえ, 南ドイツにおけ

る鉄道網の形成過程は順調に進んだわけでは

なく, むしろバーデン・ヴュルテンベルク・

バイエルン各邦が領邦分立主義のもとで隣邦

と対抗しつつ, 自邦による交通の ｢独占｣ を

追求する鉄道政策をそれぞれ展開した｡ しか

し, コミュニケーション手段としての鉄道の

性格から, 各邦の鉄道建設は徐々に南ドイツ

の鉄道網の形成に結果したのである｡ 以上２

点の特徴をもつ南ドイツの鉄道網の形成過程

をヴュルテンベルクを対象に検討してみたい

というのが本稿のねらいである｡

ヴュルテンベルクは相互に結びついている

南ドイツのほぼ中央にあって, 東・北東部は

バイエルンに, 北西・西・南西部はバーデン

に隣接している｡ 南部のボーデン湖はスイス

との自然の国境をなしている｡ ヴュルテンベ

ルク内部にプロイセンに属するホーエンツォ

レルン領の飛び地が存在し, これがヴュルテ

ンベルクの鉄道建設において困難な問題をも

たらすことになる｡ ドナウ川とライン川の支

流ネッカール川がヴュルテンベルクを通って

いる｡ 南部ではドナウ川が南西から東北に貫

流し, 左側に支流ラウター川・ブレンツ川が

流れ, 右側のイレル川はバイエルンとの自然

の国境を形成している｡ 北部はライン川系の

流域に属する｡ ライン系右側のネッカール川

が国の自然の水路を形成し, ネッカール川の
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右側にフィルス・レムス・ムル・コッヒャー

・ヤークスト, 左側にエンツ・ナゴルトとい

った重要な支流が, また東北部にはマイン川

左岸の支流タウバー川が流れ, それらは交通

上も重要な役割を果たし, 鉄道ルートをも強

く規定することになる｡

ヴュルテンベルクは全般的に山の多い国で

ある｡ ネッカールの西側にシュヴァルツヴァ

ルト, 東側にフランケンアルプがあり南側で

ドナウまでのびている｡ ドナウの南側にはシ

ュワーベン・バイエルン平原が広がる｡ その

南東方面の外側にアルゴイがある｡

山の多い地形にもかかわらず, 農業が河川

流域と丘陵地域に展開している｡ 牛の飼育と

ワイン・ホップ・果実生産がとくに重要であ

る｡ 国のおよそ３分の１は良く手入れされた

森林で, 木材は重要な輸出品である｡ シュヴ

ァルツヴァルトとフランケンアルプなど各地

で鉱産物生産が行なわれている｡ 工業は大規

模ではないが多様に展開している｡ 商業中心

地はシュトゥットゥガルト・ハイルブロン・

ウルム・フリードリヒスハーフェン・カンシ

ュタットで, 首都・国王居住地・中心官庁所

在地はシュトゥットゥガルトである１)｡� 最初の鉄道法・1843年法の成立����年代後半以来英国で成功し, 拡張しつ
つあった新しい交通手段としての鉄道はまも

なく大陸へも広がり, 短距離のものではある

がいくつかの路線が建設された｡ ヴュルテン

ベルクでも国王の指示で技師たちが英国やベ

ルギー・フランスへの調査旅行を行ない, 帰

国後の報告に基づいて鉄道建設の調査・検討

が始まった｡ すでに����年, 財政官僚や技師
たちからなる調査委員会がシュトゥットゥガ

ルトからレムス・コッヒャー・ブレンツ渓谷

経由でウルムへの, さらにそこからボーデン

湖への鉄道建設について報告している｡ その

ような動きのなかで民間でも鉄道建設の試み

が始まった｡ ��年��月ウルム市の市民・商人
・産業家などを中心としてカンシュタットを

プロチンゲン・ゲッピンゲン・ガイスリンゲ

ン・ウルム・ビーベラハ・ラーフェンスブル

ク経由でボーデン湖に結ぶことを目的とした,

ウルム鉄道会社が設立された｡ これまでウル

ムは南ドイツにおける交通・商業の中心地と

しての地位を占めてきたが, その地位を鉄道

の時代にも維持・発展させたいというその活

動は, 市の出資などの協力をも得ることにな

った｡ また同じ頃, シュトゥットゥガルトか

らネッカール渓谷沿いにカンシュタットある

いはベルクまでの鉄道を建設する目的で, シ

ュトゥットゥガルトに別の会社が設立された｡

両社は��年５月合同して, ハイルブロン (と
そのネッカール港) からボーデン湖への鉄道

建設を目的としたヴュルテンベルク鉄道会社

を結成した｡ その後かなり多額の株式申し込

みもなされたが, 自ら鉄道の調査研究をする

能力をもたず, 政府のそれに頼っていたこと,

認可がなかなか得られないこと, 必要な資金

が調達できなかったことなどが理由で, ��年
５月に同社は解散した｡ ��年前後に現れた,
その他の民間での各種の試みも成果をみるに

いたらなかった２)｡

その後は政府が鉄道建設のイニシアチヴを

とることになった｡ ��年代後半にいくつかの
鉄道建設にかかわる調査や検討がなされた｡

計画の対象となったもののうち, ルートをど

う決めるか, どの都市・地域を通るかが最大

の問題であり, 距離ととくに地形 (トンネル

・橋・築堤など大規模工事がどの程度必要か,

鉄道建設が可能かどうか) や建設費用も検討
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された｡ いくつかの計画のなかで重要なもの

は, 上級技師ビューラーと陸軍少尉ゼーガー

のものであった｡ カンシュタットから北への

ルート, その１地点から西へバーデン国境に

至るルート, カンシュタットからウルムへの,

フィルス渓谷経由・アルプ越えのルート (プ

ロチンゲン・ガイスリンゲン経由, 結果的に

最初に主線として建設されるルート) とレム

ス・コッヒャー・ブレンツ渓谷経由 (ヴァイ

プリンゲン・グミュント・アーレン・ハイデ

ンハイム経由の, のちにレムス線・ブレンツ

線として建設されるルート) の２ルート, ウ

ルム・フリードリヒスハーフェンのルートな

どが調査・検討された (以下各ルートについ

ては����年の鉄道網を参照されたい)｡ ����
・��年に, 鉄道建設に関する一連の請願を受
けて, 上院はバーデン国境とハイルブロンか

らカンシュタット・シュトゥットゥガルト・

ウルム・フリドーリヒスハーフェン線を中心

的なルートとして展望しながら, 調査のため

の委員会の組織と財政支出を決めた３)｡ ��年
８月にウィーンからヴュルテンベルクに招か

れたネグレリはこれまでの諸計画を再検討し,

費用の軽減のためこれまで前提とされてきた

以上の急勾配と強いカーブをとり入れること

が可能だとして, いくつかの根本的な修正を

含む包括的な計画をまとめた｡ 西部線はフォ

ルツハイム経由よりブルッフザル経由を優先

する, 東部線は���分の１の勾配が可能だと
してフィルス渓谷経由をとる, 南部線はヴァ

ルトゼー経由の迂回を避け, すべての路線で

畜力・固定動力・ザイルなどを用いずに, 蒸

気機関車を用いることが可能だしそうすべき

だというのがその主要な内容であり, その後

の鉄道建設の遂行にあたって繰り返し検討の

対象となったものであった４)｡��年６月から開かれた下院で委員会は, 主
線は国が建設し民間の支線がそれを補う, 資

金は国庫と新税で調達し沿線地域に負担をさ

せない, 鉄道の通らない地域には国道を建設

する, 着手するルートとその優先順を内容と

する報告をし, その後の経緯に大きな影響を

与えることになった｡ 下院での長い討議の結

果をふまえた委員会の作業が終了したのち,��年に両院でさらに審議が行なわれた｡ そこ
では他邦との接続の見通しがもてない, 鉄道

は贅沢品で国内交通にすらそれは必要でない,

政府の見積もりよりずっと多くの費用がかか

る, 運送業者の破滅が必至であるといった反

対意見もだされたが, 鉄道建設を他邦との

接続の展望が当面もてなくてもただちに行な

うことが決められた｡ このような経過を経て����年４月��日法が制定された｡ 同法の主要
な内容は, ①国の主線を直接国の事業として

建設する, ②支線の建設と経営は民間会社に

委ねる (民間鉄道建設に際しての条件と後に

国がその鉄道を買収するときの基本的条件も

同時に定めた), ③主線は国の中心地シュト

ゥットゥガルトを一方でフィルス渓谷経由で

ウルムと, さらにビーベラハ・ラーフェンス

ブルク経由でフリードリヒスハーフェンとを

結びつける｡ また他方でシュトゥットゥガル

トと西部国境 (バーデンとの協議が未完了な

ので地点は確定できない) さらに北部のハイ

ルブロンとを結ぶ｡ それはハイルブロンのネ

ッカール港 (下りの航行がここから始まる)

とドナウ川・ボーデン湖を結びつけるものと

なる, ④遠く隔たった地域は相互にまた鉄道

と国道によって結び付けられる, であった５)｡
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立教経済学研究 第��巻 第４号 ����年���
ヴュルテンベルクの鉄道網 (1890年)
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� 主線の建設

１ 主線６) のルート決定

ヴュルテンベルク政府は��年法の遂行にあ たり, ��年４～６月に上級建設技師ビューラ
ーを鉄道建設と経営の視察・学習のために外

国へ派遣した｡ また上院の要請にしたがって,��年８月に教授かつ技師で, 鉄道建設におけ
る困難な地形の克服と技術において定評のあ

��世紀ヴュルテンベルクにおける鉄道政策の展開 (上) ���
19世紀末のヴュルテンベルクの鉄道網の概要

Ａ：主線 ヴュルテンベルク鉄道網の大動脈｡ 西部線；ブレテン・ミューラッカー・ビーティヒハイム,

北部線；ビーティヒハイム・シュトゥットゥガルト, 東部線；シュトゥットゥガルト・カンシュタット

・プロチンゲン・ウルム, 南部線；ウルム・フリードリヒスハーフェン｡ ブレテン・フリードリヒスハ

ーフェン間 ���㎞
Ｂ：ウンター・ネッカール線 ビーティヒハイム・ヤークストフェルト ��㎞
Ｃ：ウンター・ヤークスト線 ヤークストフェルト・オスターブルケン ��㎞
Ｄ：クライヒガウ線 ハイルブロン・エピンゲン ��㎞
Ｅ：コッヒャー線 ハイルブロン・クライルスハイム ��㎞
Ｆ：ムル線 ヘッセンタルからビーティヒハイムとヴァイプリンゲンへ ヘッセンタル・バックナング��㎞, バックナング・ビーティヒハイム ��㎞, バックナング・ヴァイプリンゲン ��㎞
Ｇ：レムス線 カンシュタット・アーレン・ネルトリンゲン ���㎞
Ｈ：オーバー・ヤークスト線 ゴールズヘーフェ・クライルスハイム ��㎞
Ｉ：タウバー線 クライルスハイム・メルゲントハイム ��㎞
Ｊ：ブレンツ線 アーレン・ウルム ��㎞
Ｋ：(ウンター・) ドナウ線 ウルム・ジグマリンゲン ��㎞
Ｌ：アルゴイ線 ヘルベルティンゲン・イスニー ��㎞
Ｍ：シュヴァルツヴァルト線 ツッフェンハウゼン・カルヴ ��㎞
Ｎ：ゴイ線 シュトゥットゥガルト・オイティンゲン・フロイデンシュタット・シルタハ ���㎞
Ｏ：オーバー・ネッカール線 プロチンゲン・チュービンゲン・ホルプ・ロットヴァイルそこからイメン

ディンゲンとフィリンゲンへ分岐 プロチンゲン・ロットヴァイル ���㎞, ロットヴァイル・イメン
ディンゲン ��㎞, ロットヴァイル・フィリンゲン ��㎞
Ｐ：ホーエンツォレルン線 チュービンゲン・ジグマリンゲン ��㎞
Ｑ：新ドナウ渓谷線 インツィヒコーフェン・トゥットリンゲン ��㎞
Ｒ：ナゴルト線 フォルツハイム・カルヴ・ナゴルト・ホルプ ��㎞
Ｓ：エンツ線 フォルツハイム・ヴィルトバード ��㎞
６) 最初に建設されたハイルブロン＆ブルッフザ
ル・シュトゥットゥガルト・カンシュタット・
ウルム・フリードリヒスハーフェンはヴュルテ
ンベルクの鉄道網の大動脈であり, 当時の一般
の呼称にしたがって主線と呼ぶ｡ 主線のうち東
部線はシュトゥットゥガルト・ウルム間, 北部
線はハイルブロン・シュトゥットゥガルト間
(後にビーティヒハイム以北はウンター・ネッ

カール線とよばれる), 西部線はビーティヒハ
イム・ブルッフザル間, 南部線はウルム・フリ
ードリヒスハーフェン間を指す｡
この線は文字通りヴュルテンベルク鉄道網の
主線であり, ����年代 (まだその他の路線がな
い時期) の輸送量は, 貨物で���千トン㎞, 旅
客で���千人㎞であり, それぞれ全ドイツの平
均の�.�倍・�.�倍の大きさであった (後述する
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るビグノールをロンドンから招いた｡ 彼はヴ

ュルテンベルクに数か月滞在し各地を調査し

たのち, ��年３月までに詳細な報告書を作成
した｡ そのような準備と平行して ｢建設の遂

行を指導する, 鉄道建設と経営に実地の経験

の豊富な技師｣ の獲得を追求し, ヴュルテン

ベルク出身の技師でフランスやオーストリア

で鉄道建設を指導したエッツェルを招聘した｡

かれは��年８月にシュトゥットゥガルトに来
て, 鉄道建設委員会における上級建設委員に

就任した｡ まず彼は第２の建設委員クノール

と共同でルードヴィヒスブルク・エスリンゲ

ン間のルートを確定する作業に従事した｡ こ

の点についての従来の諸計画を検討して, 実

現可能なもっとも望ましいものとして, 首都

シュトゥットゥガルトを北部線・東部線の起

点とし, 東部線では当時一部で困難視されて

いたシュトゥットゥガルトとカンシュタット

の直接の接続を遂行し, しかも大規模なトン

ネル工事によって大きな迂回を避けるルート

を決めた｡ かくして北部線はシュトゥットゥ

ガルト・ルードヴィヒスブルク間で, また東

部線はシュトゥットゥガルト・カンシュタッ

ト・エスリンゲン間で始まることになった｡

主線の他の区間もエッツェルとクノールと

もう１人の建設委員クラインが協力して作業

にあたった｡ 前述したビグノールが東部線と

南部線で��年法が予定したものとは異なった
ルートを勧めたこともあって, もう１度従来

の計画を立ち入って再検討する作業が行なわ

れた７)｡

法律制定後も東部線 (シュトゥットゥガル

ト・ウルム) がこの２ルートのどちらをとる

かの論争が続いた｡ 当時すでにヴュルテンベ

ルクの主線とバイエルンの南北線との接続が

問題になっていたが, バイエルンはヴュルテ

ンベルクの競争の脅威がより強いと思われる

ウルムでの接続は望まず, ネルトリンゲンで

の接続を希望し, アーレン経由のルートを支

持した｡ この志向はレムス渓谷を主張する側

の１つの論拠となった｡ ��年法で予定したも
のと対立するこのルートは前述のビグノール

も勧めた｡ 法が予定した第２のルートの主張

者は, フィルス渓谷ルートは東や南の方向へ

の昔からの交通路を維持することができ, ヴ

ュルテンベルクの２大都市シュトゥットゥガ

ルトとウルムを, さらにまたヴュルテンベル

クの中心地と南の国境やスイス・イタリアと

を最短距離で結びつけること, 難点とされた

アルプ越えも他の国々の経験を十分学ぶこと

ができるので可能であることなどの利点をあ

げた｡ この問題についてエッツェル・クライ

ン・クノールらによってさらに立ち入った検

討がなされ, フィルス渓谷主張者があげた利

点を再確認し, さらにレムス・ブレンツ渓谷

ルートはかなり長い区間バイエルン領を走ら

ねばならないこと, このルートをとれば北部

方面からボーデン湖へのヴュルテンベルクの

ルートはバーデンのそれより長くなり, ライ

ン・ドナウ・ボーデン湖間の結合ではバイエ

ルンの南北線・アウグスブルク・リンダウ線

より長くなること, さらに地形の面でもとく

にどちらかが有利というほどの違いはないこ

と, 費用の面でもフィルス渓谷ルートのほう
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が有利との見積もりがだされたことなどの理

由から, 法の決定どおりフィルス渓谷ルート

をとることが再確認され, ��年の下院で承認
された｡ 傾斜の急な一部では畜力の利用も検

討されたが, エッツェルとクラインの主張に

したがって, 蒸気機関車による運転を最大上

昇斜度１：��, 最小半径���ｍ, 登り口をエ
スリンゲン付近にすることが決められた｡ こ

こで選ばれた上昇度がこれまでヨーロッパ大

陸のさらに長い区間で設定されたものより大

きいということは注目に値する８)｡

南部線 (ウルム・フリードリヒスハーフェ

ン) は, ライン川中下流域さらに北＝中部ド

イツ・北海＝バルト海とスイス・イタリアや

地中海との交通を担うルートとして, バーデ

ン線・バイエルン線と競合する重要なもので

あった｡ 南部線でもこの地域の豊富なドナウ

水系を利用した運河や河川の水運と鉄道との

連携という構想も含めて, 採るべきルート

が検討された｡ 主要なものは２つであった｡����年法はドナウの支流リス川・シュッセン
川沿いに走り, ウルム・ビーベラハ・ラーフ

ェンスブルク・フリードリヒスハーフェンと

いう都市を結ぶことを計画していた｡ それに

対し, ウルムからドナウ支流のブラウ川・シ

ュミーヒェン川沿いにブラウボイレン経由で

エヒンゲンまでさかのぼり, そこからブッヒ

ャウ経由でアウレンドルフへのルートがビグ

ノールによって勧められた｡ 後者に関しては

地域的利害は別にして, ウルムのルー山の迂

回, ドナウ流域における支線建設の容易さな

どが主張された｡ 結局鉄道委員会技師の検討

の結果, 昔からの商業路に一致する, 他邦と

の競争のためにはより短いルートが望ましい,

主要都市をより多く結び国内交通にとっても

意義が大きい, ルー山越えは技術的に問題な

いという理由で, 法の予定したルートを, 水

路を用いずに鉄道のみで走らせることになっ

た｡ 鉄道委員会も最直近の財政年度に南部線,

少なくともフリードリヒスハーフェン・ラー

フェンスブルク間の建設を行なうことを支持

し, 下院もそれを承認した９)｡

北部線 (シュトゥットゥガルト・ハイルブ

ロン) では, カンシュタット経由にするかど

うかが主要な検討点であったが, シュトゥッ

トゥガルトからカンシュタットに, そこから

ルードヴィヒスブルクに向かうという最初の

計画にかわって, シュトゥットゥガルトから

直接フォイエルバハ・ツッフェンハウゼン経

由でルードヴィヒスブルクに至るルートがと

られることになった｡ 変更の主因はシュトゥ

ットゥガルト駅を東部・北部線の起点にする

ための同駅の位置にかかわるものであった｡

西部線については, バーデンとの交渉結果に

よってルートが決められることになった｡ ヴ

ュルテンベルクの側では, 予期される接続地

点がブルッフザルかフォルツハイムなので,

まず起点としてフォイエルバハ・ツッフェン

ハウゼン・タム・ビーティヒハイムなどが検

討され, タムがもっともよいと考えられてい

たが, 北部線のハイルブロンへの延長やエン

ツ渓谷越えの地形を考えるとビーティヒハイ

ムが最適であるというエッツェルの主張が容

れられた｡ そのコースとしてビーティヒハイ

ムから①フォルツハイム・ドゥルラハ, ②ブ

レテン・ブルッフザル・ドゥルラハ, ③ブレ

テン・ブルッフザル・ハイデルベルク, ④ハ

イルブロン・ヴィースロホ・ハイデルベルク

の４つが検討され, 距離や地形の点で②がも

っとも有利であるとの結論に達し, ブルッフ

ザルでの接続をバーデンとの交渉で主張する

ことになった��)｡
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２ 主線の建設11)

最初の鍬入れ式が��年６月��日にシュトゥ
ットゥガルト・フォイエルバハ間のトンネル

で行なわれたあと, 東部線の建設が始まり,

ヴュルテンベルク最初の鉄道区間として��年��月��日にカンシュタット・ウンターテュル
クハイム間が開通し, ��月にオーバーテュル
クハイムを経てエスリンゲンまでが開通した｡

カンシュタットからシュトゥットゥガルトを

経てルードヴィヒスブルクに至る, シュトゥ

ットゥガルトから東部線・北部線の起点とな

る区間は��年��月��日に開通した｡ ローゼン
シュタイン (���ｍ) とプラーク (���ｍ) の
トンネル建設が開通を遅らせた原因であった｡

カンシュタット付近のネッカール鉄橋のほか

いくつかの鉄橋も建設された｡ その後��年��
月にプロチンゲンまで, ��年��月にジューセ
ンまでの建設は比較的順調に進んだが, ジュ

ーセン・ガイスリンガン・ウルム間は前述の

ように急勾配のシュヴェービッシュアルプを

越えねばならず, かなりの期間を必要とした｡

ウルムまでの東部線全線開通は��年６月��日
で, 着手から５年を要した｡ すでに少し前に

南部線が開通していたので, これによってハ

イルブロン・シュトゥットゥガルト・フリー

ドリヒスハーフェン間が開通した｡ この当時

ヨーロッパ最大の勾配を克服する工事とその

後の運転の成功は, のちに多くの鉄道のモデ

ルとされた｡

南部線 (ウルム・フリードリヒスハーフェ

ン間) では東部線の開通よりずっと早く, 最

初に南端のフリードリヒスハーフェン・ラー

フェンスブルク間から建設が始まった｡ 幹線＝

東部線と接続をする形で始めなかったのはボ

ーデン湖へ隣邦より早く達したいという思惑

があったためで, ��年��月８日に同区間が開

通した｡ しかし南部線のための全建設資材・

機関車・車両などをわざわざ馬車でラーフェ

ンスブルクまで運ばねばならず, 同地と東部

線のジューセン (ここまでは��年��月に開通)
間の鉄道がまだないためオーバーシュヴァー

ベンの孤立した経営の機関車・車両不足はな

お３年間続くことになった｡ ラーフェンスブ

ルクから北へ進む形で��年５月にビーベラハ
まで, ��年６月１日にウルムまで, したがっ
て南部線の全線が開通した｡ ��年にボーデン
湖の蒸気船航行施設の国による獲得, 国鉄と

の間での直接の貨物の積み替えの組織化・開

業が行なわれ, 生成しつつあったスイス鉄道

との間接的な接続が作り出された��)｡ これは
ドイツとスイスとのボーデン湖経由の最初の

接続であった｡

西部線の建設は��年４月２日にエンツ川を
越える大きな鉄橋工事 (当時としてはこの種

の最重要の試み) で始まり, ��年��月１日に
ビーティヒハイム・ブレテン間が開通した｡

３ 他邦との最初の条約

ａ 他邦との交渉 ��年代����年代後半に南ドイツ３邦で鉄道建設の
初期的局面が展開していた｡ カールスルーエ

・シュトゥットゥガルト・ミュンヘンが鉄道

網の中心として, 邦内の他の重要な都市と結

合されつつあり, ハイデルベルク・マンハイ

ム, ウルム・ハイルブロン, ニュルンベルク

という各邦鉄道網の他の結節点も成長しつつ

あり, 鉄道網の核になる線が建設されつつあ

った｡ バーデンではマンハイム・カールスル

ーエ・オッフェンブルク・フライブルクと結

ぶ線がバーゼルの手前まで達しており, バイ

エルンでは南北を縦断するザクセン国境から

ノイエンマルクト・バンベルク・ニュルンベ

ルク・ドナウヴェルト・アウグスブルクまで

の南北線が, さらにヴュルテンベルクでは��
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年６月には主線がハイルブロンとブレテンか

らビーティヒハイム・シュトゥットゥガルト

・ウルム経由でフリードリヒスハーフェンま

で到達していた｡ ボーデン湖への到達はヴュ

ルテンベルクが３邦ではもっとも早かった

(バイエルンは��年, バーデンはバーゼルま
でが��年, ボーデン湖までが��年)｡ ３邦と
も主線の南北線の建設から鉄道網の形成をは

じめたが, それぞれが北海・バルト海沿岸,

オランダ・ベルギー地方, 北ドイツとスイス

・イタリア・地中海地方との交通をいかに自

邦領内を通って運ばせるかを考えており, 独

立した相互に無関係な３つの鉄道組織が南ド

イツに存在するという状況であった｡ しかし

鉄道輸送の開始によって, その効率的な展開

には鉄道網の形成が必要であり, それは単に

自邦内にとどまるだけでなく他邦や外国とも

連携した鉄道網でなければならない, 各邦の

南北交通の増加にとっても他邦や外国に接続

する東西交通と結びつくことが不可欠である,

という認識が次第にもたれるに至った��)｡
このような認識をいち早くもちうる位置に

あったのがヴュルテンベルクであった｡ 南ド

イツにおける東西交通は他邦との接続なしに

は拡大しえないのであるが, ヴュルテンベル

クは南ドイツの中心に位置し, バーデンとバ

イエルンの東西交通の拡張はヴュルテンベル

クを経由しないではありえないからである｡��年には早くもヴュルテンベルクがバイエ
ルンとの接続を働きかけた｡ バイエルンは接

続地点としてアーレン・ネルトリンゲン地点

を望んだ｡ バーデンのライン川沿岸の鉄道が

開通したときに失われることが予想されるヨ

ーロッパ北部・北西部・フランスとの交通の

損失を, シュトゥットゥガルト・ニュルンベ

ルク・ライプツィヒ・ベルリンとの交通で取

り戻したいと望んだからであった｡ しかしヴ

ュルテンベルクの東西線のルートがシュトゥ

ットゥガルト・アーレン間でなく, シュトゥ

ットゥガルト・ウルム間に定められたとき,

ネルトリンゲンでの接続は当面不可能になっ

た｡ ヴュルテンベルクの東西線との結合をウ

ルムにしたいというヴュルテンベルクの提案

はバイエルン側が拒否した｡ 国境までのバイ

エルンの接続線が長くなること (バイエルン

はすでに南北線をネルトリンゲン経由で走ら

せることを計画していた), ウルムで接続す

ればバイエルンとスイスの交通の一部をヴュ

ルテンベルクに奪われてしまうという危惧か

らであった��)｡
バーデンとの北部における接続もこの間進

展しなかった｡ ヴュルテンベルクは主線を延

長して, 北西ドイツ・北ドイツからヴュルテ

ンベルク経由でスイスに至る水路・鉄道ルー

トとしてブレテン経由ブルッフザルでのバー

デン鉄道との接続を望んだ｡ これは昔からの

商業路に沿ったものであった｡ バーデンはこ

のルートは未完成のライン渓谷線と直接競合

し, 重要な東西交通・南北交通をほとんどバ

ーデン領を通らないものにしてしまうとして

それに同意せず, シュトゥットゥガルトから

フォルツハイム経由でカールスルーエに至る

ルートを提案した｡ しかしそれはヴュルテン

ベルクから積み出されたあるいはヴュルテン

ベルクを通過する貨物のすべてがバーデンの

首都を通らねばならないことを意味し, ヴュ

ルテンベルクは同意しなかった｡ 当時バーデ

ンはヴュルテンベルクとの接続より主線＝ラ

イン渓谷線やシュヴァルツヴァルト線の建設

を先行させるべきだとして, この接続には消

極的であったこともあり, 両者の折り合いは

つかなかった��)｡
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ｂ ����年のバイエルンとの条約
三月革命後の��年のドイツ国憲法はドイツ
の鉄道建設に新局面をもたらすかに見えた｡

これまでのドイツの鉄道建設は各邦間の協調

の欠如によって特徴づけられていたが, 革命

によって成立した中央政府は, 政府が鉄道建

設の権限を持つことで諸邦の利害対立をこえ

てドイツ国の防衛という利益を確保できると

考えていた｡ しかし革命の挫折で事態はまた

変わる｡ 南ドイツではとくに分邦主義的な支

配者の権力が残り, フランクフルト議会の理

念を体現化した憲法は各邦で急速に否定され

た｡ しかし革命後の混乱を脱し経済が回復し,

輸送活動が再び活発になってきた事情が事態

を変化せしめた｡ その結果����年ヴュルテン
ベルクはバイエルン・バーデンと長年の懸案

である２つの条約を結ぶことになった��)｡
ニュルンベルク・ネルトリンゲン・アウグ

スブルク線を��年��月までに開通させていた
バイエルンは, 当時進行中のアウグスブルク

・リンダウ線とあわせて, ネルトリンゲン・

アウグスブルク・リンダウ線をバイエルンと

スイスとの交通の主動脈としたいという期待

のもとに, ヴュルテンベルクとの接続をネル

トリンゲンに求めていた｡ しかし主線として

期待されたヴュルテンベルクのシュトゥット

ゥガルト・アーレン線の建設が当面なされな

いことになり, この期待はかなわなかった｡

一方ヴュルテンベルクの望むウルムでの接続

は, かえってヴュルテンベルクのウルム・フ

リードリヒスハーフェン線に自らの対スイス

交通も奪われてしまう危険があるとしてバイ

エルンはずっと同意してこなかった｡ しかし

革命後の経済と輸送の再発展や以下の事情が,

バイエルンにヴュルテンベルクとの接続に踏

み切らせることになった｡ このころバイエル

ンとオーストリアの鉄道接続の条約が成立し

たが, オーストリアはドナウ・ライン両河川

の結合に参加したいという展望のもとで, バ

イエルンにヴュルテンベルクとの接続を進め

るよう働きかけた｡ 一方ではバイエルンにも

西・西北への連絡をもたらすことになるシュ

トゥットゥガルトとカールスルーエの結合を,

バーデンとの条約で実現させることをヴュル

テンベルクはバイエルンに保障した｡ ウルム

でのヴュルテンベルク鉄道との接続は, ミュ

ンヘンをシュトゥットゥガルト・カールスル

ーエさらにはフランスと結びつけることにな

り, ザルツブルクと接続するバイエルン線が

建設されればアウグスブルク・ミュンヘンは

ヨーロッパ横断鉄道の中心に位置する展望を

もちうるとして, バイエルンはウルムでの接

続に踏み切った｡ かくして��年４月��日にウ
ルムにおける両邦鉄道接続条約が結ばれた｡

条約ではウルム付近のドナウ橋を接続地点と

することや駅の建設, 両鉄道の建設・運営な

どを定めた｡ ��年５月１日にヴュルテンベル
クのウルム・ドナウ橋中央駅までの線とバイ

エルンのノイウルム・ドナウ橋中央駅線が開

通した｡ これによりシュトゥットゥガルトと

バイエルンのアウグスブルクがウルム・ノイ

ウルム経由で接続することになった��)｡
ｃ ����年のバーデンとの条約
バイエルンは��年４月にヴュルテンベルク
との条約を結んだあと, この交渉時に依頼さ

れたようにヴュルテンベルクとの接続をバー

デンに強く働きかけた｡ 同じ頃オーストリア

も対バーデン交渉でヴュルテンベルクを支援

することを表明した｡ ウィーンとライン川の

接続の可能性を展望してのものであった｡ バ
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ーデンは, ①鉄道網の発展は今や他邦の鉄道

網との接続が不可欠になってきており, ②バ

ーデンのボーデン湖へむかう線の建設がバー

ゼル経由でもシュヴァルツヴァルト線でも遅

れてしまい, 一方でヴュルテンベルクの鉄道

が予想より早く��年６月にボーデン湖に到達
してしまったので, 北西ドイツ・ベルギー・

オランダとアドリア海・ハンガリーとの交通

はバーデン・ヴュルテンベルク・バイエルン

を通る古い商業路に戻すべきだという考え方

が強まり, さらに③ブルッフザルでの接続は,

鉄道開始以来その商業領域を南東に大きく拡

大しているマンハイムにとって有利であると

いう判断も加わって, おりしも財政状況が苦

しかったので, バーデン領域内に建設される

線の建設費をもヴュルテンベルクが負担する

との申し出を受けてこのルートに同意するこ

とになった｡ ��年��月４日の条約でブルッフ
ザル・ブレテン間の線の建設が約束された｡

この条約の主たる内容は, ①ヴュルテンベル

クがすべての利益・不利益をともなってこの

区間の建設と経営を行なう, ②軌間は一般的

なドイツの軌間 (標準軌) を用いる, ③バー

デンはこの区間の買い戻し権と軌間変更権を

保留する, ④建設と経営にはバーデンの官吏

も参加する, ⑤鉄道への課税はヴュルテンベ

ルクの税より高くしないというものだった｡��年��月１日に開通したこのルートで (同日
開通したヴュルテンベルクの鉄道ブレテン・

ビーティヒハイム線とすでに開通していたブ

ルッフザルを通るバーデンの主線とを合わせ

て), マンハイム・ハイデルベルク・カール

スルーエ・フライブルクとハイルブロン・シ

ュトゥットゥガルトとの接続が形成されるこ

とになった｡ かくしてヴュルテンベルクはバ

ーデンとの, またそこからフランクフルト・

北西ドイツ・フランスとの連絡を確保し, バ

ーデンは建設中の北または南への連絡と並ん

で新たに東との連絡を確保することになった｡

さらにこの接続はバイエルンにもその鉄道網

が西への行き止まりにならないことを保障し

た｡ ドイツとヨーロッパの鉄道組織における,

現在に至るまでの一つの重要な東西の結合が

なされることになった｡

このように����年の２つの条約は他邦との
接続に道を開いた｡ しかしそれぞれの邦が他

のすべての邦にたいして自己の利益を優先し

たいという志向は南ドイツではまだ強かった｡

この条約の批准はヴュルテンベルクの議会で

は, ネッカール川の関税廃止を従来にもまし

て強くバーデンに働き掛けるべきだという意

見もあったが比較的順調に進んだが, バーデ

ンでは明白にバーデンの利益が優先されるル

ートをとるべきであるという以前と変わらな

い反対や, 自己の領域内に他国の鉄道網施設

とその経営を許すのは主権への侵害だとする

強力な反対があり, 僅差で承認された｡ 最終

的には条約は承認されたが, 南ドイツ３邦が

かかわる２つの条約の成立過程をみると, 南

ドイツ諸邦における分邦主義の克服はまだこ

の時点においては不十分なものだったといえ

よう��)｡� 1857・58年法

１ 1857年法・オーバーネッカール線の

開始

主線の開通は, ヴュルテンベルクを世界交

通に結びつけるとともに, 工業・営業の活発

な国内の諸都市と人口の多い地方を結びつけ

ることになり, 各地の産業の興隆と国の福祉

の増大をもたらすものであった｡ この大規模

な事業は多大な費用の投下も必然化した｡ し
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かし近隣諸邦との鉄道の接続や国内の交通が

国道から鉄道に大量に移った結果, 主線が生

む純益が投下資本の利払いと償還の資金を十

分補�するようになったので, さらなる線の
建設が問題とされるようになった｡ 今や事情

は初めて鉄道法が成立した����年とは全く変
わっていた｡ 当時は新しい事業の前に多くの

困難が立ちはだかっていた｡ 鉄道の収益力や

利払いのための資金調達に多くの不安がもた

れていた｡ しかし主線開通後の鉄道の収益性

と国内経済への好影響はこのような不安を一

掃した｡ その際, そのような高い評価をえた

主線は, 長年にわたって調査と研究を続けた

成果であり, ヴュルテンベルクと他邦や外国

とのすべての交通を結合している唯一つの線

であることが見のがされていたことには注意

しておかなければならない｡ ともかく����年
当時には新しい事業の前途を判断するため,

他の邦での経験が十分明らかになるまで, 政

府が新事業に慎重であったことが感謝された

のに, 今やドイツの他の諸邦に鉄道建設で遅

れているのではないかとの疑念がだされるよ

うになっていた状況であった��)｡��年までの主線の建設と��・��年の他邦と
の接続線の建設のあと, しばらく事業は休止

したが, ��年代後半から主線から各地域へ走
る ｢支線｣ の建設が問題とされるようになり,

多くの地域から鉄道建設への要望がだされた｡

その際, 発展した産業をもつのにまだ鉄道が

通っていない地域が優先された｡ このような

地域の１つにオーバーネッカール地方があり,

この地域の鉄道建設は最初の鉄道法の頃から

すでに問題になっており, 馬車鉄道や利子保

証をして民間に委ねることも含めてたびたび

検討の対象となっていた｡ ����・��・��年の
下院にオーバーネッカール線を国費で建設す

ることを要請する請願が寄せられた｡ もう一

つ取りあげられたのが, オーバーコッヒャー

渓谷・ブレンツ渓谷地域である｡����年に政府はロンゼー・ハイデンハイム
・ヴァッセラルフィンゲン線とプロチンゲン

・ロイトリンゲン線建設の法案を提出した｡

前者に関しては, この地域を通る線としてゲ

ッピンゲン付近から主線を離れグミュンド経

由でアーレンに至り, そこから北のヴァッセ

ラルフィンゲン・南のハイデンハイムに分岐

する線も検討されたが, バイエルンとの接続

の展望が見いだせなかったことと建設費がよ

り高くつくという理由で, ロンゼー線が提案

された｡ しかしこの線は上院で拒否された｡

ロンゼー・ハイデンハイム間の産業はまだそ

れほど発達しておらず, むしろエムス渓谷に

沿ってアーレンをシュトゥットゥガルトと直

接結びつける第３のルート (それはバイエル

ンが要望しているネルトリンゲンでの接続の

ための延長が可能である) を考えるべきであ

るというのが大きな理由であった｡

プロチンゲン・ロイトリンゲン線に関して

は, 国の第３に大きな都市で活発な産業をも

っているロイトリンゲンの扱いが問題となっ

た｡ ルートとして, ①ネッカールに沿ってロ

イトリンゲンを通らずに走らせ, ロイトリン

ゲンは支線で結ぶものと, ②ネッカールの支

流エヒャッツ渓谷に沿ってロイトリンゲンに

向かい, そこからミュンジンゲン経由でウル

ムに至るものなどが検討されたが, 結局メッ

ツィンゲンとロイトリンゲンを通るために線

を大きく迂回させるルートが決められた｡ 政

府はこの線の収益に不安を感じてはいたが,

沿線地方の多くの強い請願とそれをふまえた

下院の主張 (国民経済委員会とそれをリード

する��モールの活躍が大きな影響をもった)
をいれて, ��年５月６日法でロイトリンゲン
までの国費による建設が決められた｡ バーデ

ンがキンツィヒ渓谷を通ってコンスタンツに

至る線 (シュヴァルツヴァルト線：オッフェ

ンブルク・フィリンゲン間) を計画していた
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こともこの決議に少なからず影響した｡ この

オーバーネッカール線の建設はすぐに開始さ

れ, ��年９月��日にロイトリンゲンまでが開
通し, そこからの延長線の建設が後述する経

緯によってひきつづき進められた��)｡
２ 1858年法とその実行

政府は����年法を審議する際に, さらにヴ
ュルテンベルクの将来の鉄道網の見通しを示

した｡ これにはこれまで鉄道建設の国費によ

る推進を強く主張してきた国民経済委員会と

その中心人物 ��モールの多面的な調査と多
くの地域からの請願の受け入れがその背景に

あった｡ これに関する下院の討論を経て, ��
年��月��日法Ａが成立した｡ 新しく建設され
る線は,

１：北部線の終点ハイルブロンからエーリ

ンゲン・ハル経由でクライルスハイムへ

の線 (コッヒャー線)

２：クライルスハイムから南へアーレン・

ハイデンハイムを経由して東部線に至る

線 (オーバーヤークスト線とブレンツ線)

３：既設のビーティヒハイム・ハイルブロ

ン線を延長し, 北へネッカールエルツ・

バーデン国境に至る線 (ウンターネッカ

ール線)

４：オーバーネッカール線の延長としてロ

イトリンゲンからロッテンブルクへ, そ

こからオーバーネッカールの流域を通っ

て国境方面へむかう線

５：東部線の駅 (例えばカンシュタット)

から東進しグミュンド・アーレン経由で

ネルトリンゲンへ向かう線 (最初に東部

線のルートとして検討された線・レムス

線)

であった｡

１は国の北部における東西交通を確保し,

あわせてバイエルンとの新しい接続を展望す

るもの, ３は国の最北部でバーデン・ヘッセ

ンとの接続を展望するもの, ５と２はアーレ

ン・ハイデンハイムを首都と結びつけ, レム

ス川流域地方やオーバーヤークスト・ブレン

ツ川流域地方 (国の最東部) の交通を確保し,

あわせてバイエルンとのもう１つの接続を意

図したもの, ４はオーバーネッカール線の完

成を意図したものであった｡ また同時に成立

した����年法Ｂによって, ��／��財政年度に,
上の諸線のうち一定部分を建設することが決

められた｡ ��年の政府提案にあったロンゼー
・ハイデンハイム・ヴァッセラルフィンゲン

線 (再提案) は上院が拒否し, 線５の出発地

としてはカンシュタットのほかエスリンゲン

・プロチンゲン・ウヒンゲンなども検討され

たが, 南北の接続をより完全にするために,

カンシュタットが選ばれた｡ ��年７月��日に
５のカンシュタット・グミュンド・アーレン

・ヴァッセラルフィンゲン間が開通し, ��年��月��日にオーバーネッカール線がロッテン
ブルクまで延長した��)｡
やがて開通が見込まれるハイルブロン・ハ

ル間以外に, ��年５月に政府は次の建設をご
く限られた区間のみにすることを決めた｡ そ

の理由は当時の政治情勢の不安定さ, 労賃・

資材価格の上昇, 良い技術者の不足などであ

る｡ 建設予定区間は５のヴァッセラルフィン

ゲン・国境間, ２のうちアーレン・国境 (あ

るいはハイデンハイム) 間の２区間である｡

１のハルからの延長はバイエルンのニュルン

ベルク・アンスバハ線 (クライルスハイムへ

の延長が期待できる) の建設が未定であり,

ハル・クライルスハイムと２のクライルスハ

イム・ヴァッセラルフィンゲン間の国内交通

��世紀ヴュルテンベルクにおける鉄道政策の展開 (上) ���

��) ����������������������‒��������������������������‒�������������� ����������������������‒��� ��) ����������������������‒��������������������������‒�������������� ����������������������‒���

����������



のみでは重要性は少ないと考えた｡ また４の

オーバーネッカール線は, 議会でホルプの先

はプロイセンに縛られることをさけるために

ホーエンツォレルン領を通らずにかなり大き

な迂回をすべきだという議論もあってルート

が決定し難かったこととバーデンとの接続も

まだ保障されていなかったので延長を計画で

きなかった｡ さらにバーデンのハイデルベル

ク・モスバハ線のヴュルツブルクへの延長に

関する条約がまだ結ばれていなかったので,

３のハイルブロン・ネッカールエルツ線も時

期尚早と考えられたのであった｡ しかし上院

が他の区間の建設をも強く要望し, 下院の経

済委員会のリーダー・モールとファルンビュ

ーラーは, 短い区間や細切れの区間ではなく

大きな線や延長のみが多量の交通と望ましい

収益を可能にするので, 可能なかぎり計画さ

れた全線の建設を進めるべきだと主張した｡

両院の意向を受けて��年８月９日法, ��年１
月��日法でオーバーネッカール線のホルプへ
の延長, ３のハイルブロン・ネッカールエル

ツ間, ハル・クライルスハイム間の準備と可

能ならその建設, また予定された全線の大き

な土木建築 (橋・トンネルなど) の可能な着

工を次の財政年度に行なうことが新しく加え

られた｡ ��年８月４日にコッヒャー線のハイ
ルブロン・ハル間が開通し, ��年��月１日に
オーバーネッカール線がアイアハまで延長し

た｡ またレムス線のヴァッセラルフィンゲン

から国境までの延長は (次項でみるように)��年２月��日のバイエルンとの条約に基づい
て��年��月３日に開通し, ブレンツ線はこの
条約でアーレンと東部線 (ウルム) との接続

を��年間行なわないことを約束したので, ア
ーレンからハイデンハイムまでが��年９月��
日に開通した��)｡ ����年法で決められた区間
の建設を完成するには, バイエルン・バーデ

ン・プロイセンなど他の領邦との交渉の進展

が必要であった｡

３ 60年代前半における他邦との接続����・��年法で決められた線の建設には,
バーデン・バイエルンとの接続やプロイセン

が支配するホーエンツォレルン領の通過に関

連して他邦との交渉が必要であった｡ 当時の

状況は他邦との接続にとって以前より有利な

ものになっていた｡ ��年代に入ると経済は��
年代の不況と革命の混乱から脱しはじめ, 製

造業の発展, 関税同盟の効果, 輸送システム

の発展などが生じていた｡ このような状況下

で, 革命の失敗とその後の諸事件の圧力は,

南ドイツの各邦に輸送の分野での互いの関係

を気づかしめることになった｡ プロイセンが

主導する ｢統一｣ への対抗が��年代の南ドイ
ツの外交政策の主たるテーマとなった｡ かか

る状況は南ドイツ諸邦の協調をもたらし, 各

邦間の鉄道の接続に有利に作用した｡

ａ バイエルンとの第２の接続

ウルムでのバイエルンとの接続が��年５月
に完成したのち, ヴュルテンベルクはバイエ

ルンに新たにネルトリンゲンでの接続の協議

を提案した｡ ��～��年に断続的に行なわれた
協議で, ヴュルテンベルクは自国の鉄道建設

計画との関連でロンゼーあるいはゲッピンゲ

ン (いずれもヴュルテンベルク東西線にある)

からネルトリンゲンへ伸びる線での接続を提

案したが, バイエルンは得るところが少ない

としていずれも拒否した｡ この協議の期間中,

ヴュルテンベルク国内でハイルブロン・クラ

イルスハイム線建設の要望が高まり, その延

長線がバイエルンのアンスバハ・ニュルンベ

ルク線と接続できるという, 新たな接続地点

が浮上した｡ 下院では, ヴュルテンベルクの

鉄道は世界交通を第一に考え, 南ドイツにお

ける自邦の地理的有利さを発揮することが重

要だとする議論と, 鉄道建設は隣邦との関係
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よりも自邦内の経済・社会生活の向上に資す

るべきであり, 北部・南部のまだ鉄道のない

地域の鉄道を優先すべきであるという議論が

対立していた｡ かかる議論をふまえて, ��年
ヴュルテンベルクはバイエルンに, ハイルブ

ロン・クライルスハイム・アンスバハ・ニュ

ルンベルクという新たな接続を提案した｡ し

かしそれも両邦の具体的な要求・条件が折り

合わず, まとまらなかった��)｡
ヴュルテンベルクとの接続におけるバイエ

ルンのもう一つの関心事は, バイエルン・フ

ァルツ (ヴュルテンベルクとバーデンを間に

はさんでバーデンの西側に位置するバイエル

ンの飛び地領) との連絡問題であった｡ ファ

ルツとの連絡のためにヴュルテンベルク北部

での接続を急ぐべきであるという要望が, と

くにファルツの防衛を重視して軍部サイドか

らバイエルン政府に対してだされるようにな

った｡ もしヴュルテンベルク北部を経由する

中継線が実現しないなら, バイエルンはヴュ

ルテンベルクの北のバーデン領を通りファル

ツに至る線 (��年にバーデンのオーデンヴァ
ルト線として開通した) を展望すべきである

として, アンスバハ・ヴュルツブルク線の建

設が問題となってきた｡ 当面バイエルンとの

一致を見いだしえなくなって, ヴュルテンベ

ルク政府は��年５月ハイルブロン・ハルの建
設を進めて北部に鉄道を通し, バイエルンと

の解決点を探るという提案を下院に行なった｡

下院の経済委員会の報告 (ファルンビューラ

ーとモールが起草) は, バイエルンとの早期

の接続, とくにクライルスハイム・ニュルン

ベルク線は両邦にとって大きな利益となると

主張し, 政府がいたずらにバイエルンが自己

の利益を見いだし得ないような接続点を提案

してきたことを批判した｡ 鉄道がバイエルン

国境に近づけば近づくほどバイエルンは接続

を認めやすくなるだろうという主張や, ネル

トリンゲンからシュヴァルツヴァルトに至る

線は, ヴュルテンベルク西部が侵略されたと

き, ヴュルテンベルクの要請に応じてドイツ

連邦の軍隊を輸送しやすくなるという主張が

下院でなされた��)｡��年��月にヴュルテンベルクは交渉の再開
を申し入れた｡ 国王の許可がえられないとし

てバイエルンはすぐには応じなかった｡ 王は

この接続によってバイエルンの鉄道が損なわ

れるのではという疑念を捨て去ることができ

なかった｡ 交渉の任に当たったシュレンク男

爵は, ヴュルテンベルクがかつて言明したア

ウグスブルク・リンダウ線と競合するルート

は一定期間建設しないという保障 (ヴュルテ

ンベルクはかつての交渉時に, 主線シュトゥ

ットゥガルト・ウルム線とカンシュタット・

ネルトリンゲン線とのいかなる両地点を結ぶ

鉄道建設を一定期間行なわないという言明を

した｡ それは, もしこのヴュルテンベルク線

が建設されれば, ネルトリンゲンからフリー

ドリヒスハーフェンへのヴュルテンベルクの

線がネルトリンゲンからリンダウへのバイエ

ルンの線より短くなることを危惧しているバ

イエルンに配慮したためであった｡) を明確

にさせることを条件に交渉を再開したいと国

王に申し出て, 国王はやっと認めた｡ 交渉は��年５月に再開された｡ 多くの問題や条件が
話しあわれた数か月の協議の最後に残った問

題は, ボーデン湖に至るヴュルテンベルクの

競合線建設の期間猶予問題であった｡ 交渉当

事者は, 譲歩を少しでも多くしたら, 議会で

の分邦至上主義者の強い反対にあうだろうと

いう懸念をもちつつ折衝を重ねた｡ 結局交渉

開始時から数えて��年間ヴュルテンベルクは
競合線を建設しないということが取り決めら

れた｡ バイエルンは主張どおり競合線の建設

を��年間延長させたとして, またヴュルテン
ベルクはすでに３年経過しているので猶予期
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間は実質��年に短縮したとして, 両者が ｢成
果｣ をあげる形で折り合った｡ かくして����
年２月��日にヴュルテンベルクのシュトゥッ
トゥガルト・アーレン・ヴァッセラルフィン

ゲン・プラウモホ付近の国境線とネルトリン

ゲンで接続する条約がやっと結ばれた｡ ヴュ

ルテンベルクのヴァッセラルフィンゲン・国

境線とバイエルンの接続線 (国境・ネルトリ

ンゲン線) は��年��月３日に同時開通した｡
条約第��条でヴュルテンベルクはカンシュタ
ット・ネルトリンゲンのどの地点からも主線

カンシュタット・ウルム線上のいかなる地点

へも��年間鉄道建設をしないという保障をバ
イエルンに与えた｡ 時人はこの条約は ｢南ド

イツにおける鉄道接続条約は両者が緊急に接

続を願ったとき, あるいは１邦が緊急に接続

を必要とするので完全に他に譲歩をしたとき

のみ具体化・実現化する古典的な例｣ と述べ

た��)｡
ヴュルテンベルクにおいて ｢この条項はそ

れによってヴュルテンベルクの国内での行動

の手を縛り, ドイツ鉄道史上において常に黒

枠で囲まれるようなものである｣ などという

指摘もあり, ウルムなどの一定の反対もあっ

たが, この条約の批准が両邦でスムースにな

されたことは注目に値する｡ 基本的にはこの

接続の重要性を政府説明によって下院が納得

したこと, ヴュルテンベルク議会では��条の
大きな譲歩も, これによってバイエルンが接

続に応じたし, ヴュルテンベルクの鉄道網の

空白をうめるために止むを得ないとして承認

された｡ またヴュルテンベルクの防衛のため

にどの他邦の軍隊も容易に輸送されるように

なるという主張も効果が大きかったようだ��)｡

ｂ バーデンとの第２の接続��年ヴュルテンベルクは大部分バーデン領
を通るミューラッカー・フォルツハイム線も

自らの費用で建設する用意のあることをバー

デンに申し出たが, バーデンはこの重要で収

益性もあると思われる区間を外国の手に渡す

ことは考えなかった｡ ミューラッカー付近で

ヴュルテンベルク領を通るこの区間の建設の

ためにヴュルテンベルク・バーデン間の長い

交渉が行なわれ, ��年��月６日に条約が成立
した｡ それによればヴュルテンベルクがブル

ッフザル線でもっているのと同じ権利を今度

はバーデンが得る形で, すなわち将来ヴュル

テンベルクが自邦領域を走る区間の経営を１

年間の告知期間と投下資本の補償によって獲

得しうる権利を留保するという条件付ではあ

るが, バーデンがこの区間の建設と経営を行

なうという形で, フォルツハイム・国境・ミ

ューラッカー線の建設が決まり, ��年に開通
した｡ この交渉に際しヴュルテンベルクはバ

ーデンへの譲歩の見返りとして, 自己のエン

ツ線・ナゴルト線のバーデン領を通る区間の

建設の承認や, 両線の分岐が可能になるよう

にフォルツハイム駅の位置とスペースを定め

ることに交渉の重点を置き, 前者で一定の見

通しと後者での承認がえられた｡ このバーデ

ンのフォルツハイム・ミューラッカー線は��
・��年に開通していたドゥルラハ・ヴィルフ
ェルディンゲン・フォルツハイム線の延長に

なり, ヴュルテンベルクのミューラッカーは

ブルッフザル線とあわせてバーデンと二重の

経路で結びつくこととなった��)｡(以下次号へ)

立教経済学研究 第��巻 第４号 ����年���

��) ������������‒��������������������������‒�������������������������‒�����) ��������������������������‒��������������������������������������������������‒��� ��) ����������������������‒��������������������������‒��������������������������‒�����拙稿, 前掲, ��頁｡

����������



��世紀ヴュルテンベルクにおける鉄道政策の展開 (上) ���
ヴュルテンベルクの鉄道建設年表

記号 開通日 区 間 (長さ 建設を決めた法・条約など)

東部 �
〃 �
〃 �
〃 �
北部 �
東部 �
〃 �
北部 �
南部 �
北部 �
南部 �
東部 �
南部 �
東部 �
西部 �
〃 �
接続線

Ｏ �
Ｇ �
Ｏ �
Ｅ �
Ｇ �
Ｊ �
Ｏ �

��.��.����.��. ���.��.����.��.����.��.����.��.����.��.����.��.����.��. ���. �.����. �.����. �.����. �. ���. �.����.��. ���.��. ���. �. ���. �.����. �.����.��.����. �. ���.��. ���. �.����.��. �

���������･������������‒���������･������������� (�.��㎞ ��.�.��法)���������･�������������‒���������･������������ (�.��㎞ 同上)���������������������‒��������(�.��㎞ 同上)������������‒���������･������������������������‒���������･������������‒������������ ���‒��������������
(上と合わせて��.��㎞ 同上)��������‒����������(�.��㎞ 同上)����������‒���������‒�����(��.��㎞ 同上)��������������‒���������� (�.��㎞ 同上)����������‒������������‒���������������(��.��㎞ 同上)����������‒������(������)‒������������(��.��㎞ 同上 北部線全区間開
通)����������‒������������‒���������‒������������‒���������(��.��㎞ 同上)�����‒���������������������(��.��㎞ 同上)���������‒����������‒�������� ���‒��� ���(��.��㎞ 同上 南部線全区
間開通)���������������������‒���������‒��� ���(��.��㎞ 同上 東部線全区間
ならびに主線ハイルブロン・フリードリヒスハーフェン間全線開通)����������‒����������(���)�������‒���������‒������������‒��������������‒�������(��.��㎞ 同上) (西部線全線開通)�������‒��������(��.��㎞ バーデン領を走るこの区間は����.��.�のバーデン
との条約に基づいてヴュルテンベルク国鉄が建設と経営を行う｡ この時留保され
たバーデンによる買い戻し権が行使されて, ����.��.��のバーデン・ヴュルテン
ベルク間の条約で��.��.��バーデンが買収)��� ���‒������������(�����������������) (�.��㎞ ��.�.��法 バイエル
ン鉄道との接続は, ��.�.��バイエルンとの条約による)����������‒��������������‒���������‒���������‒�������������(��.��㎞��.�.�法)���������･�����������‒����������‒����������‒�����(����������) ���‒�������������‒�����‒��������������(��.��㎞ ��.��.��法)�������������‒�����������‒����������(������) (��.��㎞ 同上)������������‒��������������‒����������‒����(����������) (��.��㎞ 同
上)��������������‒���������‒����������������������������� (��.��㎞ 同
上 終点でのバイエルン国鉄との接続は, ��.�.��ヴュルテンベルク・バイエル
ン間の条約で規定)�����‒���������� (��.��㎞ ��.��.��法)����������(������)‒�����(��.��㎞ 同上)

主線のうち東部 (線) はシュトゥットゥガルト・ウルム間, 南部はウルム・フリードリヒスハーフェン間, 北部はシ
ュトゥットゥガルト・ハイルブロン間, 西部はビーティヒハイム・ブレテン間｡
Ｅ・Ｇ・Ｊ・Ｏは別掲 (���頁) 路線図の略記号 １～８は起点からの区間の位置
出典：������������������������������������������
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